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×
薬液注入関係

特記仕様書 その他

○
その他

特記仕様書 設計書 図面

×
工事支障物件等関係

特記仕様書 図面 その他

○
建設副産物関係

特記仕様書 設計書 その他×

○
公害関係

特記仕様書 設計書 その他×

その他

その他

×
工事用道路対策関係

特記仕様書 図面 その他

○
安全対策関係

特記仕様書 設計書 図面

×
仮設備対策関係

特記仕様書 設計書 図面×

○
工程関係

特記仕様書 その他○

×
用地関係

特記仕様書 その他

○
施策関係

特記仕様書 その他

○
使用材料の品質規格等

特記仕様書 設計書 図面

○

○

○

○
検査（確認を含む）及び立会

特記仕様書

当工事における施工条件として、下記に定める事項を明示する。

明示した場合は、□内に○、しない場合は□内に×

また、明示した場合は、（　　）の該当する図書にチェックを付けること。

○
適用範囲

特記仕様書 その他○ ×

【令和８年４月１日以降適用】

施工条件一覧表

×

○

○

×

○

×

×

○

【桃色着色箇所：ほぼ全ての工事で明示が必要、水色着色箇所：適宜必要に応じ明示が必要】

その他

その他

×○

× ××

その他

×

○

×

×

×

×

○

×

×

×

××

○○

×

×

×

×


